
                                                       
埼玉県公共事業評価監視委員会設置要綱  

 
 （趣旨）  
第１条 この要綱は、埼玉県公共事業評価監視委員会の設置等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

  （設置） 

第２条 県の公共事業評価及び社会資本総合整備計画評価を実施するにあたり、

意見を求める機関として埼玉県公共事業評価監視委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 
  （事務）  
第３条 委員会は、次に掲げる事務を行う。  
 (1)   県から提出された公共事業評価事前評価及び再評価を実施する事業の対応

方針（案）について、知事に対して意見を述べること。  
 (2)  公共事業の事後評価及び社会資本総合整備計画評価の結果について、報告を

受け、参考意見を述べること。  
２   公社からの依頼を受ける場合は、前項の各号中「県」を「公社」に、「知事」

を「公社の長」に読み替えるものとする。 

 
  （組織）  
第４条 委員会は、委員７人以内をもって組織する。 

 
  （委員）  
第５条 委員は、県の実情をよく理解しており、かつ、公平な立場にある有識者

 のうちから知事が就任を依頼する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

 期は、前任者の残任期間とする。  
３ 委員は、再任されることができる。 

 
  （会長）  
第６条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。  
２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。  
３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

 する。 

 
  （会議）  
第７条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  
２ 委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができな

 い。 

 
 （庶務）  
第８条 委員会の庶務は、県土整備部建設管理課において処理する。 

 
 （委任）  
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長



 が委員会に諮って定める。 

 
      附則  
  この要綱は、平成１０年１０月１日から施行する。  
      附則  
  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。  
      附則  
  この要綱は、平成１３年４月２日から施行する。  
      附則  
  この要綱は、平成１４年１０月１日から施行する。  
    附則  
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  
   附則  
 この要綱は、平成２９年９月５日から施行する。  
   附則  
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
   附則  
 この要綱は、令和４年３月１５日から施行する。  
 
 


